
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

長

寿

社

会

課

○

〃

〃

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

の

同

意

を

求

め

る

た

め

の

水

産

課

届

出

及

び

指

定

漁

船

調

書

の

縦

覧

【

公

告

】

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

平成２６年２月１０日 第１１５５８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
お
も
て
な
し

２

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
宇
野
一
丁
目
一
五
番
三
二
号
一
Ｆ

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
栄
徳

２

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
宇
野
一
丁
目
一
五
番
三
二
号
一
Ｆ

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
四
〇
一
三
八
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

平成２６年２月１０日　岡山県公報　第１１５５８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
夢
ゆ
り
草

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
中
央
一
丁
目
三
番
一
五
号

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
お
も
て
な
し

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
中
央
一
丁
目
三
番
一
五
号

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
八
〇
一
一
二
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

平成２６年２月１０日　岡山県公報　第１１５５８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
四
号

（

）

、

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
中
区
藤
崎
四
四
八

五

片
岡

登

－

岡
山
市
南
区
北
浦
三
一
〇

礒
本

光
明

二

加
入
区

岡
山
市

三

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

岡
山
市
漁
業
協
同
組
合

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

五

縦
覧
場
所

岡
山
県
農
林
水
産
部
水
産
課

平成２６年２月１０日　岡山県公報　第１１５５８号



〔
六
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
奥
坂
四
二
七
四

二
、
四
二
七
四

四

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
早
島
三
五
二
九

八

プ
レ
ジ
ー
ル
早
島
Ｂ
二
〇
二

－

中
村

和
樹

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
八
三
号

平成２６年２月１０日　岡山県公報　第１１５５８号



〔
六
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

浅
口
市
金
光
町
地
頭
下
六
一
八

六
、
六
一
八

一
〇
、
六
一
八

一
一

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

浅
口
市
金
光
町
地
頭
下
六
一
八

小
橋

正
寛

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
三
三
号

平成２６年２月１０日　岡山県公報　第１１５５８号


